
中小企業への積極的な法的支援を行う宣言

　福岡県弁護士会は、司法改革の真の目的が、社会の隅々まで法による紛争

の予防や解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会、すなわち法化

社会の実現にあるところ、企業数、雇用に占める割合、技術力等において、わ

が国の経済や雇用の主要な担い手である中小企業に対して、必要な法的情報や

サービスの提供が行き渡り、わが国全体が等しく法化社会となることを目指

し、福岡県弁護士会中小企業法律支援センターを中心として、中小企業への積

極的な法的支援を実施すべく、以下のとおり宣言する。

１　諸団体等との協力関係の構築

　中小企業が、その抱える法的問題に関して容易に弁護士にアクセスし、弁

護士による法的助言や支援、ひいては必要かつ有益な司法制度を的確に利用

し、法律の擁護を十分に受けられる環境を整備するため、行政官庁及び自治

体並びに中小企業諸団体等との間で適切な協力関係を構築する。また、福岡

県弁護士会と関連する専門士業団体等との間のネットワークを有効に構築・

増強し、そのネットワークが円滑に機能するための基盤の整備に努める。

２　研修制度・紹介制度の充実

　中小企業の法的問題に積極的に取り組む精通弁護士を養成するため、専門

研修制度を充実させる。また、弁護士相互間のネットワークやサポートシス

テムを構築しつつ、中小企業が抱える法的問題に応じて適切な弁護士を紹介

等できる態勢を作る。

３　広報・啓発及び継続的な調査・研究と提言

　中小企業が抱える法的問題について、中小企業から司法制度や弁護士への

アクセス障害を取り除き、弁護士が適切かつ効果的にその役割を果たすた

め、上記の取り組みや中小企業を巡る独占禁止法をはじめとする諸法令の徹

底について広報や普及・啓発に努める。また、総合法律支援（２００４（平

成１６）年，総合法律支援法）や権利保護保険の中小企業への拡大適用の可

能性を探ることを含め、中小企業に対する法的支援制度のあり方について継

続的な調査・研究を開始するとともに、その成果をふまえて日本弁護士連合

会や法務省、経済産業省等の関係機関に対してその導入や改善を求める等、

適時に、中小企業を支援する立法上・行政上の措置を求める提言等の活動を

行う。

　　　　　　　　 　２０１０（平成２２）年５月２５日

　　 　　　福岡県弁護士会定期
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総会
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提　案　理　由

１　司法改革（法化社会の実現）と中小企業

　司法改革の真の目的は、社会の隅々まで法による紛争の予防や解決に必要な

情報やサービスの提供が受けられる社会、すなわち「法化社会」の実現にあ

る。その目的を達成するために、国民がプロフェッションたる弁護士と豊かな

コミュニケーションを図る場が設けられること、弁護士が「国民の社会生活上

の医師」として、国民にとって「頼もしい権利の護り手」であるとともに「信

頼しうる正義の担い手」として、高い質の法的サービスを提供することが求め

られている。これは言うまでもなく、福岡県弁護士会（以下「当会」とい

う。）が、日本弁護士連合会及び各地の弁護士会とともに掲げて取り組んでき

た「市民のための司法改革」に通じる。

　中小企業は、全国で４２０万社、福岡県内だけでも１５万社以上ある。中小

企業が我が国の企業全体に占める割合は９０パーセント以上、雇用でも７０パ

ーセント以上であり、日本の経済は中小企業で支えられていると言っても過言

ではない。「市民のための司法改革」が社会の隅々まで法による紛争の予防や

解決に必要な情報やサービスの提供が受けられることを目指すものである以

上、法律専門家である弁護士が、個人のみならず、中小企業を含む企業の諸活

動全般において、相談・助言を含む適切な法的サービスを提供すること、企業

の活動が公正な法的ルールに従って行われるよう助力すること、紛争の発生を

未然に防止すること、紛争が発生した場合には、法的ルールの下で適正・迅速

かつ実効的な解決・救済が図られることが必然の理である。

２　中小企業への法的援助の必要

　ところが、未だ中小企業の現場では、「弁護士の敷居の高さ」、「弁護士に

相談するのは最後の最後」という感覚が払拭されていない実情がある。この点

は、先に日本弁護士連合会が全国の中小企業を対象として行ったアンケート調

査において、回答した中小企業のほぼ半数が弁護士利用経験がなく、その理由

のほとんどが「特に弁護士に相談すべき事項がない」という理由であったこ

と、しかしながら、一方で８０パーセントの中小企業が法的問題を抱えており

ながら、相談相手がないか、もしくは相談する相手先としても多くは弁護士以

外に相談しているという結果が出ていることにも表れている。

　実際、我々弁護士が日常の相談業務で接していると、中小企業の多くに未だ

法的援助が行き渡っていない実情を実感する。取引契約書の不存在・不備、大

企業や親企業などからの優越的地位を背景とした不利な取引条件の甘受、経営

危機に遭遇しての専門的援助の欠如、事業承継に関しての不理解や法的援助の
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不足等々の事態が往々にして見られる。まして、昨今の深刻な世界的不況や国

内市場の収縮傾向のもと、中小企業の経営は困難を窮めており、中小企業の疲

弊がすなわち我が国経済の沈滞を招いているといっても過言ではない。

　もちろん、これまでの個々の弁護士の業務活動によって、中小企業を含む企

業活動に弁護士が関与する意義の認知度が向上してきた経緯はある。

　しかし、弁護士の中小企業への関与は、個々の弁護士による個別の中小企業

へのアクセスに委ねるだけでは不十分であり、弁護士会が組織的・積極的に中

小企業にアクセスし、弁護士側の中小企業問題に関する精通度を高めつつ必要

とする企業に適切な弁護士を紹介できるシステムを構築すること、そのための

基盤を整備すること、そして中小企業から司法制度や弁護士に対するアクセス

障害を取り除くことが重要である。

　我が国の企業全体に占める割合が９０パーセント以上、雇用でも７０パーセ

ント以上を占める中小企業の経営安定に寄与することは、新たな産業の創出に

与し、就業の機会を増大させ、市場における公正な競争を促進し、地域経済の

活性化を促進することとなる。また、下請法はじめ独占禁止法その他中小企業

関連法規の徹底が促進されることにもなる。中小企業支援は、市民の立場に立

つ法曹たる弁護士の社会的使命ともいうべきである。

　中小企業支援に関して、弁護士が果たすべき役割については、日本弁護士連

合会が経済産業省中小企業庁と発表した「中小企業の法的課題解決支援のため

の中小企業庁と日本弁護士連合会の連携について」（２００７（平成１９）年

２月）、「中小企業の法的課題解決支援のための経済産業省中小企業庁と日本

弁護士連合会の連携強化について」（２０１０（平成２２）年３月１８日）の

各共同コミュニケにも指摘されているところである。

３　中小企業からのアクセス障害の克服のために

　当会は、「市民とともに」を合言葉に、県内２０か所という全国の弁護士会

の中でも有数の法律相談センターを開設し、市民の司法へのアクセス障害を解

消するべく努力を続けてきた。１９９１（平成３）年には、隣接専門士業団体

との間で福岡専門職団体連絡協議会を設立し、以降、相互理解に努め、相互に

専門職を紹介する制度を備え、また共同研究会、定例の共同相談会など着実な

協力関係を構築して地域社会に貢献する努力を重ねてきた。

　さらに、当会は、日本弁護士連合会と共催で、中小企業向けシンポジウム・

セミナー、無料法律相談会を開催するほか、当会独自に、中小企業支援機関・

団体（九州経済産業局、各地の商工会議所、福岡県商工会連合会、中小企業基

盤整備機構九州支部、中小企業診断協会福岡県支部、福岡県中小企業再生支援

協議会等々）と意見交換会、勉強会を開催するなど、地道に活動してきた。
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　そのような活動の中で、中小企業のあらゆる場面において弁護士が担うべき

役割について、未だ十分な理解が得られておらず、弁護士が「身近な相談相

手」として意識されていない現実にも直面した。とりわけ、県下の中小企業が

今次の深刻な経済不況下、ひどく疲弊して呻吟しているなか、当会としては、

中小企業からの支援の要請に応えるべく、さらなる取り組みの強化に努めるこ

とが必要であることを痛感するに至った。

　そこで、当会は、中小企業支援を積極的に推進する組織として、本年４月１

日、当会に「中小企業法律支援センター」を設置した次第である。

４　積極的な支援活動への取り組みの決意

　当会は、今後「中小企業法律支援センター」を中心として、中小企業に対し

て次のとおりの法的支援活動に精力的に取り組む決意である。

（１）関係諸団体等との協力関係の構築

　中小企業が、その抱える法的問題に関して容易に弁護士にアクセスし、弁

護士による法的助言や支援、ひいては必要かつ有益な司法制度を的確に利用

し、法律の擁護を十分に受けられる環境を整備するため、これまでにも増し

て、行政官庁及び自治体並びに中小企業諸団体等との間で適切な協力関係を

構築する努力を払う。

　また、１９９１（平成３）年に福岡専門職団体連絡協議会を設立して以

降、当会が進めてきた隣接専門士業団体との協力関係を、今後は、中小企業

支援の観点から、さらに有効なネットワークとして構築・増強し、そのネッ

トワークが円滑に機能するための基盤の整備に努めることとする。

（２）研修制度・紹介制度の充実

　中小企業の法的問題が広汎で専門的であることに鑑み、中小企業の法律問

題に積極的に取り組む精通弁護士を養成することを目指すこととして、その

ための専門研修制度を充実させることとする。

　また、弁護士相互間のネットワークやサポートシステムを構築・活用し

て、中小企業が抱える法的問題に即応して適切な弁護士を紹介する等の態勢

を作ることとする。

（３）広報・啓発等及び継続的な調査・研究と提言

　中小企業が抱える法的問題について、中小企業から司法制度や弁護士への

アクセス障害を取り除き、弁護士が適切かつ効果的にその役割を果たすため

には、独占禁止法関係法規その他中小企業関係法制に関して中小企業やこれ

に関連する企業・団体等に周知することが重要であることにかんがみ、これ

らの広報や普及・啓発に努めるものとする。

　また、総合法律支援（２００４（平成１６）年，総合法律支援法）や権利
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保護保険の中小企業への拡大適用の可能性を探ることを含め、中小企業に対

する法的支援制度のあり方について継続的な調査・研究を開始するととも

に、その成果をふまえて日本弁護士連合会や法務省、経済産業省等の関係機

関に対してその導入や改善を提言する等、適時に、中小企業を支援する立法

上・行政上の措置を求める提言等の活動を行うこととする。

５　よって、上記のとおり宣言する次第である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 
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